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秋田県知事 佐 竹 敬 久 様

秋田県地方独立行政法人評価委員会

委 員 長 西 田 眞

意 見 書

公立大学法人国際教養大学の次期中期目標（案）について、地方独立行政法人法

（平成１５年法律第１１８号）第２５条第３項の規定に基づく秋田県地方独立行政

法人評価委員会の意見は次のとおりである。

地方独立行政法人法第７８条第１項の規定により読み替えて適用する第２５条第

１項に規定する中期目標（案）については、妥当なものであると認める。


